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民軍関係の課題一人道支援機関の視点から

中満泉

(一橋大学教授)

はじめに

冷戦後の紛争の構図の根本的な変化は、紛争の一つの帰結で、ある人道的危機

の構造的激変ももたらした。国際紛争から国内紛争へ、さらに大規模内戦から

部族問抗争やコミュニティー聞の暴力紛争といった新しいタイプの紛争の出現

と増加によって、紛争解決が難しくなっただけでなく、人道的課題への対処そ

のものにも冷戦時代とはまったく異なる方策が必要となった。冷戦下の国際紛

争においては、人道問題は「紛争の結果」であったが、民族・宗教などアイデ

ンティティーと深く関わる冷戦後の紛争においては、他グループ.o~こ属する市民

に脅威を与え攻撃・排除することが紛争目的のーっとなり、したがって人道問

題は、紛争そのものに深く内包される課題となったのである。

現代の紛争解決・平和構築における「民軍協力」の課題は、この構造的変革の

中で「人道活動」または「人道主義」そのものがどう捉えられ理解されるべきか、

とし1う根本的命題の検証なし議論することはできない。そして、それは「人道援

助物資をどう効果的に届けるか」といった戦術論的議論ではなく、戦争法規整備

の中で発展してきた人道原則尊重のための国際レジームの根幹に関わる課題で

ある。

本章では、冷戦後の人道危機への対応において、民軍関係がどのように発展

してきたかを検証し、特に 9.11以後の世界情勢における国際社会の平和構築・

人道支援活動lが目指すべき有益な民軍関係と、民・軍それぞれの果たすべき役

割について提言を試みる。

1 i平和構築支援」とは通常、広く紛争前の予防的支援、紛争中の和平調停・平和創造や人道援

助、紛争後の平和維持活動、復興支援など様々な支援を含むと解されている。本章では、こ

れらの中でも「人道活動」の特殊性にかんがみ、特に断らない限り、民軍関係が人道支援活動

にもたらす課題と問題点を考察することとする。
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I 問題の所在

人道支援活動2の特殊性

クルド難民危機、旧ユーゴスラピア人道危機、アフリカ大湖地域での人道危

機など 1990年代以降に発生した人道的危機は、紛争要因と密接な関連性を持ち

不安定な安全状況下で発生している「複合|主」と、その犠牲者数、難民・避難民

の規模、そして人口移動など危機の発生・進展速度の「緊急性」が特徴的である。

1990年代半ばには「複合的緊急人道危機 (complexemergencies) Jと総称される

ことになる危機における、国際支援活動環境の不安定さと、数日間に数十から

百万人の人口移動をみる緊急性こそ、紛争領域内での活動能力と、機動力と展

開力を持つ軍事組織が「人道支援活動J3 fこ関わることとなった要因で、あった。

しかし、緊急性はともかく、 19世紀後半に傷病兵を保護・救援することを目

的として始まった人道支援は、そもそもその原点からして不安定な紛争状況下

において行われるものであることを再認識する必要があろう。 1863年に初の国

際的人道機関として赤十字国際委員会 (InternationalCommittee of the Red Cross: 

ICRC)が設立されて以来、国際人道法の成文化と人道行動の諸原則の規範化が

進展した。人道活動の範囲は二つの世界大戦を経て、戦闘中の傷病兵の救護か

ら、捕虜への物資提供・帰還支援、戦時下の敵対国における抑留文民の保護や、

広く紛争地における一般市民への援助提供などに拡大した。またほぼ同時期に、

戦争の結果として発生する大量の難民への支援体制として、まず国際連盟下で

難民高等弁務官が設置され、さらに第二次世界大戦中の 1943年には国際連合の

一機関として連合国救済復興機関 (United N ations Relief and Rehabilitation 

Administration: UNRRA)が設立され、当時数千万人にも及んだヨーロッパの難

民・避難民への人道支援が開始されたのである。

2 i人道的 (humanitarian) Jという形容詞を冠した用語には「人道支援活動 (humanitarian

operation) J、「人道活動 (humanitarianaction) J、「人道援助活動 (humanitarianassistance 

operation) Jなどがあるが、本章では I・3で述べるとおり、本来的な人道的活動には「保護」と「救

援または援助」の両側面があることから、「人道援助活動」は使用しない。「人道支援活動」は

保護・援助に関わる現場でのオペーレーショナルな活動、「人道活動」に関してはより広義に、

人道問題に関する紛争当事者などとの交渉やアドボカシーなども含む活動として使い分けるo

J 軍隊の活動が本来的な人道活動とは異なる、と考える人道機関は「救援活動 (reliefactivity) J 

という言葉を使うことも多い。本章では、軍隊の治安安定化のための活動が内戦状況下での

「保護」と密接な関連を持つため、「人道支援活動」を使用する。
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ここで注意すべきは、第二次世界大戦後 1949年には、 19世紀以来の赤十字諸

条約の原則に武力紛争下の文民保護の規範を加えて立法化した「ジュネーヴ諸

条約J4が整備されたこと、そして、 1951年には難民保護の法的枠組みとして「難

民の地位に関する条約」が整備されたことである。さらに、 1977年には「ジュ

ネーヴ諸条約の追加議定書J5も採択されている。すなわち、人道支援活動は広

く国際社会に認められ、遵守されるべき法規範に基づいて行われる活動であっ

て、特定の状況によって実施の方策や援助の対象が変更されるべき流動的な政

策事項ではないということである。

ここに、開発支援や復興支援6などとは異なる、人道活動の持つ特殊性が認め

られよう。 1990年以降の大規模人道危機において、国際メディアが悲惨な状況

を広く国際社会に報道する、いわゆる iCNN効果」の結果、人道援助の必要性

は一般市民に広く認識され、各国の国際協力政策に強し 1影響を及ぼしたが7、「慈

善」や犠牲者への国際的連帯の側面に焦点が当たり、人道支援のもつ規範原則的

な特殊性が正確に理解されてきたとは言いがたい。ここにまずーっ、民軍関係

の諸課題を議論するに当たっての根源的な問題点が一つ存在すると言えよう。

2 人道支援の諸原則

国際人道法の体系に編みこまれた人道支援活動の諸原則にはよく知られるよ

うに、「不偏性(impartiality) J、「中立性(neutrality) J、そして「独立性

Ondependence) Jがある。すなわち、人道支援活動は、活動が行われる紛争の

4 ジュネーヴ諸条約は、以下の 4条約である。「戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に

関する 1949年 8月 12日の、ジュネーヴ条約J(第一条約または傷病者保護条約)、「海上にある

軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する 1949年 8月 12日のジュネーヴ条約J(第

二条約または難船者保護条約)、「捕虜の待遇に関する 1949年 8月 12日のジュネーヴ条約」

(第三条約または捕虜条約)、「戦時における文民の保護に関する 1949年 8月 12日のジュネ

ーヴ、条約J(第四条約または文民条約)。

5 ジュネーヴ諸条約の追加議定書は以下の 2議定書である。「国際的武力紛争の犠牲者の保護に

関し、 1949年 8月 12日のジュネーヴ諸条約に追加される議定書J(第一追加議定書)、「非国

際的武力紛争の犠牲者の保護に関し、 1949年 8月 12日のジュネーヴ諸条約に追加される議

定書J(第二追加議定書)。

6 もちろん、紛争後の人道支援と復興支援の厳密な区分は不可能である。一般に市民の生存に

最低限必要な基本的サービスの復興は人道支援の範障に含まれる。

7 報道と人道支援活動の関連性については、例えば、 MarianoAguirre，“The Media and the 

Humanitarian Spectac1eヘRejlectionson Humanitarian Action: princ伊les，ethics and contradictions 

(Pluto Press: London， 2001)， pp. 157・176を参照。

107 



当事者のいずれにも偏らない立場を堅持して行われるべきであって、なおかつ

国籍、人種、宗教や政治的主張による差別なしに犠牲者の人道的必要に応じて

のみ支援を行い(不偏性)、紛争にまつわる一切の政治的・軍事的事項に関して

特定の立場・意見を持たずに行われるべきである(中立性) 8。さらに、他の形

態をとる紛争への介入、例えば政治的調停・仲介や軍事的支援などから厳密に

独立して行われるべき活動である O ただし、「中立性」については議論もある O

ピアフラ戦争(1967-70年)下においてナイジエリア政府の合意を得て人道支

援を行った ICRCが、「中立性」堅持の立場から同政府の人権侵害を非難しなかっ

たことに失望し、フランス赤十字の医師たちが国境なき医師団 (MSF) を設立

したことはよく知られている。近年では、 1994年からのルワンダ難民危機にお

いて、ジェノサイドの首謀者が多く紛れ込み軍事基地化されたザイール圏内の

ルワンダ難民キャンプへの人道支援活動から MSFは全面的に、ケア・インター

ナショナルは一部撤退した。また、後述するように、「独立性」に関しても、特

に国連内部での議論は近年、政治的支援、人道支援、復興・開発支援、さらに

は平和維持活動などを統合的戦略の下に包括的に行うべき、との議論に傾きつ

つある。

これらの原則から導き出される人道支援活動の重要な要件としては、紛争当

事者の合意を得て行うべきものであること、しかし同時に人道支援活動は不偏

的、中立的、独立的な活動であるから、紛争の当事者もこれに合意を与え、人

道的ニーズの存在する場所や市民グループOなどへの支援機関のアクセスを保証

しなければならない、というものがあるたそして、これらの原則を完全に保証

するために、人道支援活動は基本的に「非軍事的組織」、すなわち文民組織によ

8 日本語では impartiality、neutralityともに「中立性」と訳されることがあるが、この二つの概念

は区別されるべきであり、注意が必要である。

9 人道支援活動への合意に関しては、紛争当事者たちが自由裁量による決定権を持っているわ

けではないことを国際人道法は強調する。例えば、第二追加議定書第 18条(市民の保護)の

解釈意見(コメンタリー)において、 TCRCは特に市民の生存がかかっている場合には支援

活動が行われなければならならず、これを拒否することはジュネーヴ条約違反である、とす

る。 TCRC，"Commentary No. 4885 to Artic1e 18 of the Protoco1 Additiona1 to the Geneva 

Conventions of 12 August 1949， and relating to the Protection ofVictims ofNon-Tnternationa1 Armed 
Conflicts (Protocol TT)， 8 June 1977ヘlnternationalHumanitarian Law: Treaties and Documents， 
<http://www.icrc.org/ihl.nsf/COM/4 75-760024 ?OpenDocument>， 2007年 l月25日アクセス。
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って行われることを、国際人道法は想定している loo 人道支援活動は、文民組織

が独立して中立的に行うことにより、その活動がし1かなる状況下においても保

証され、よって市民の最低限の生存を確保するという体制を、国際社会は長い

戦争の歴史を経て構築し、制度化したのである。民軍協力への慎重論を唱える

人道支援組織に対し、非現実的で原則論に終始する柔軟性に欠けた議論と批判

する傾向もあるが、これは正確ではないし、また建設的でない。慎重論の根本

的な理由を正確に理解したうえで、現場での現実的な必要に迫られて 1990年代

以降急速に進展した軍事組織の人道援助活動への参加が、この国際社会の重要

なレジームに及ぼす影響を客観的に分析し、望ましい民軍関係の構築を図るこ

とが必要である。

3 人道原則尊重の欠如と「保護」・「援助」

さて、 1990年代の複合的人道危機における、大規模な援助活動の映像は、図

らずも人道支援活動の「援助」側面を強調することとなった。実際の現場では、

市民の保護あってこその援助であり、また、「保護」の一つの手立てとしての援

助活動でもあった11のだが、蛾烈な内戦状態で有効な手立てを持たなし¥I保護」活

動に対し、「援助」の側面は相対的に取り組みやすかったということであろう 120

そもそも、人道支援に第一義的に責任を負うのは当該国の政府と紛争の当事

者であるが、冷戦後の紛争はこれを形骸化させた。内戦下で国家機能が停止し、

市民の保護・援助を行うことができなくなることも多く、また、紛争当事者も

10 例えばジュネーヴ第四条約第 63条は、赤十字組織が占領当局によってその活動を保証され

ることを規定するが、同様の原則が赤十字組織以外の「重要な公益事業を維持し、救済品を

分配し、及び救援事業を組織化することによって文民たる住民の生活条件を確保することを

目的として既に存在し、又は将来設立される非軍事的性質を有する特別の団体の活動及び職

員に対しでも、適用する。」と規定している。

11 例えば、ボスニア内戦中、人道支援活動の国連のリード機関であった UNHCRは、援助活動

によって紛争の犠牲者にアクセスを確保し、市民・避難民、特にマイノリティーの安全状況

を監視する一助とし、国際社会への公表などによって紛争当事者への圧力とし、「保護」活動

に役立てるという戦略をとった。

12 例えば、筆者も勤務した内戦中のボスニアでは援助関係者の聞で「有効な保護がなされない

状況下、市民がじきに殺されるのが分かつていながら、それまでの間援助を配布している」

というジレンマが常に議論された。人道活動における保護と援助の聞のジレンマに関しては、

例えば ThomasG. Weiss and Cindy Collins. Humanitarian Challenges & Jntervention， (Boulder: 

Westview Press， 2000)， pp. 139・143を参照。
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敵対する側に属する市民に対する人道原則尊重がないばかりか、かえって市民

を攻撃の対象とする場面も多発するようになったのである。また国際的な人道

支援がすなわち敵対勢力への支援と当事者たちに理解される 13に及んで、人道支

援組織への安全保証もなされなくなる。こうして、紛争当事者による基本的な

人道原則尊重を前提とする 19世紀以来の文民による人道支援活動は、 1990年代

に機能不全に陥った。

このような状況下で、人道活動への軍事組織の参画は、 1990年台初頭にまず

「援助」の側面において機動力を活用しながらの側面支援として始まり、「保護」

の側面においては、軍事力の実際の使用ではなく「抑止力」としての使用によっ

て可能な状況下において始まった。言うまでもなく、後述するように 1995年以

降、「保護」の側面はいわゆる「人道的介入」や後の「保護する責任」によって国際

社会のあるべき対応が議論されていくことになるのであるが、非常に敵対的な

環境下での「保護」は、国際社会の介入への相当の覚悟が必要であり、ダルブー

ル危機への取り組みを見ても分かるように、一様に対応されているわけでもな

ければ、武力行使に関する議論に国際社会の合意が形成されているわけでもな

し10

ここで、人道的保護・援助の困難さ、中立性・不偏性といった原則、そして

民軍関係を見てみると、まず一般に保護環境が困難であればあるほど強制力を

持つ軍事組織への介入要請が存在するものの、武力介入があればそれによって

人道活動全体の中立性は減少する、という相関関係が見られる O そして、介入

環境が困難であればあるほど、軍事組織展開への政策決定も困難になるのは自

明であり、よって最も困難な環境下においてこそ文民組織の人道支援活動にの

みに依存しがちで、あったという逆説的状況が存在する。ここに、民軍関係を考

察する上での今一つの根源的問題が提起される。すなわち、人道的危機が発生

13 紛争当事者が人道支援をどう見るかということ以外にも、人道支援の弊害や潜在的な負の効

果に関しては多くの議論がある。 BeatSchweizer，“Moral Dilemmas for humanitarianism in the ear 

of“humanitarian" military interventionsヘlnternationα1Review of the Red Cross， Vol. 86， No. 855， 
(September 2004)， pp. 549・550，くhttp://www.icl・c.org/Web/eng/siteengO.nsf/htmlall/66CMLK/$File/

irrc _855 _ Schweizer.pdf>ラ 2007年 l月 30日アクセス、 EdwardLuttwak， "Give war a chanceヘ
Foreign Affairs， Vol. 78， No. 4， (July/August 1999)， pp. 43-44などを参照。
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した場合、軍事組織にそもそも期待される役割とは如何なるものであろうか、

そして、軍事組織はそれに効果的に対処しているであろうか、という問題であ

る。

4 共通目的は存在しうるのか?

「人道」という言葉が持つ本来的な意味に関してはすでに明らかにしたが、こ

の言葉は今日の国際社会の様々な場面で多用されている O これは、新しいタイ

プの紛争下において広く市民の人道的ニーズを提供しなければならないことが

国際社会の共通の認識となったことが一因であろう。しかし、人道支援活動に

おける民軍関係を考察するに当たっての第四の根本的な命題は、一切の政治

的・軍事的目的を持たず中立的で独立した存在たる人道支援組織と、政治と政

策実行のツールたる軍事組織との聞に、そもそも共通の目的は存在しうるのか、

という聞いであろう O

この間いに関する議論は、国連平和活動における国連システム内部での各機

関の聞の「調整 (coordination) J強化、そして近年では「統合 Gntegration) Jの議

論と密接に関連しあいながら進展してきた。紛争の根本的要因に対処しこれを

取り除き、平和を構築していくための PKO活動、人道・復興支援の聞のギャッ

フ0 ・重複・矛盾を防ぎ、より効果的な介入を行うために密接な活動の調整と、

統合的で包括的な戦略が必要であるとの認識は、 1990年代半ばごろから強く主

張されることとなるが、 2000年の『国連平和活動に関する委員会報告書(通称

ブラヒミ報告書H によって国連内部では主流化されたと言える。人道原則を行

動規範に持ちながらも、国連という政治システム内に存在する UNHCRなどの

国連人道支援機関は、まさに「独立」と「統合」の相克の中に存在しているとも

言える。

「平和活動」が不偏性を指針とする国連 PKO活動である場合はともかく、実際

の武力行使を伴う「有志連合」の介入の場合、人道支援と軍事行動が完全に目

的を共有しているかどうかに関しては、特に人道支援組織の側カミらの疑問も多

く、また、本来文民によって行われるべき人道支援活動が「軍事化」していくこ

とへの危機感も強い。 2001年に公表された『保護する責任:介入と国家主権に
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関する国際委員会報告書』も、いわゆる「人道的介入」が「王戦論」にもつながる

言葉でもあるためこれを使用せず、人道的保護を目的とした「介入」または「軍事

介入」とし 1う表現を用いて、両組織の介入目的が必ずしも完全に同一ではないこ

とを示唆している 140

人道支援機関と軍事組織の介入目的の事離は、 9.11以降の対テロ戦のための

介入と、それと並行して行われる人道支援の聞においてはおそらく明確であろ

う。アフガニスタンやイラクでの軍隊による復興支援が、米軍に対する現地の

人々の支持を取り付けるため(ヘ九rinninghearts and minds") に行われることは、

米国政府当局者が繰り返し発言しているところでもあるし、また、アフガニス

タン南部において連合軍が、人道援助の継続のためにタリパン・アルカイダな

どに関する情報提供を呼びかけるピラを空中投下し人道支援機関から強く批判

された15ことなどは、少なくともこれらの現場では人道支援機関と軍事組織との

間で、活動目的が共有されていないことを明白に示している O

異なった目的で、人道支援機関と軍事組織がそれぞれ「人道支援活動」に携わ

る状況がすでに存在する中、建設的な民軍関係は構築できるのであろうか。軍

の「人道支援活動」はすでに止めようのない現実である O そして、同じ支援環

境下で活動する以上、人道支援組織がいくら「独立」や「無関係」を強調しでも、

現実的には効果的な意味を持たない。紛争の当事者や援助の受益者にとって、

両者の区別はもはや明らかではなし 1からである。

日 人道支援における民軍関係の発展過程

1 創設期 (1991年一1990年代半ば)

(1)クルド難民危機

今日の民軍関係の原点とも言えるのは、 1991年の湾岸戦争終了直後に発生し

たいわゆるクルド難民危機である。イラク北部で武装蜂起したクルド人たちは、

14 The Responsibiliか toProtect: Report of the lnternational Commission on lntervention and State 
Sovereignか(0抗awa:Tnternational Development Research Centre， 200 1)， p. 9. 

15 Kenny Gluck，" Coalition forces endanger humanitarian action in AfghanistanヘMSFArticle， 
<http://www.msf.org/msfinternational/invoke.cfm ?com ponentニarticIe&objectidニ409FI 02D-A 77 A・4

C94・89EOA47D7213B4D5&methodニfullhtml> 2007年 l月 30日アクセス。
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イラク軍の反撃によって 3月のわずか 3週間の聞に、約 130万人が難民として

イランへ、そして約4-50万人がトルコとの国境地帯に避難することとなった160

イランは UNHCRの支援の下、難民の保護・援助の責務を負ったものの、 トル

コは白国内にクルド人反政府運動を抱えているため難民受け入れを拒否し、そ

の結果、難民たちは地理的条件の困難な山岳地帯で危機的な状況下におかれた。

1991年 4月 5日の国連安全保障理事会決議 688は、憲章 7章の下で国連の軍事

行動を直接容認したものではないが、イラクで援助を必要としているすべての

人を国際人道組織が支援することを要請した。

人道支援活動における民軍関係の観点からは、以下の 4点が強調されよう。

第一に、現場の地理的条件や、それまでの組織能力・機動力欠如から、文民

組織が明らかに対応できていなかった緊急事態に、軍事組織が効果的に対処し

たことである。「オペレーション・プロバイド・コンブオート (OperationProvide 

Comfort) Jと名づけられた多国籍軍の人道支援活動を、ブッシュ大統領が公式に

発表したのは 4月 16日であるが、安保理決議 688が採択された 4月 5日にはす

でにオペレーション・ブロバイド・コンブオートのためのジョイント・タスク

フォース(JTF) 17が設立され、湾岸戦争直後で多国籍軍がすでに地域に展開し

ていたという理由もあるものの、 4月 7日、つまり 36時間以内に 6回の援助物

資の空中投下が行われている 180空中投下は最も非効率的な援助方法であるため、

まもなく特殊部隊兵士を山岳地帯の難民キャンプへ展開させたうえで、現地で

すでに活動していた UNHCRや人道支援NGOなどと調整をしながらの空輸作戦

に支援内容は変更される。緊急人道支援フェーズ、後は、難民帰還のためのイラ

ク北部のトランジット・キャンプ19の設営や、より恒久的に帰還する各都市・村々

の電気・給水など基本サービスの緊急復興などに、エンジニア部隊などの機動

力が発揮されることとなった200

16 緒方貞子『紛争と難民 緒方貞子の回想~ (集英社、 2006年)44頁。

17 後に多国籍軍の参加により CombinedTask Force (CTF)。

18 Combined Task Force Provide Comfort History Office，“Chronology of Significant Events， 

Operation Provide Comfort， 5 April 1991・15June 1991"， (筆者がトルコのインジエリック空軍基

地に UNHCRリエゾン・オフィサーとして勤務した時に入手した米軍機密文書。)

19難民が故郷に帰還する途中で一旦、短期間居住するためのキャンプ。

20 当時の筆者のメモによると、「オペレーション・プロヴ、アイド・コンブオート」の多国籍軍
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第二に、クルド人をサダム・フセインのイラク軍の報復攻撃から「保護」す

るための方策としては、多国籍軍の持つイラク北部(北緯 36度線以北)の「安

全地帯」における制空権が抑止力として十分に機能し、イラク軍を撤退させ、

多国籍軍地上部隊が短期的に展開するというシナリオが機能したことである O

地上部隊の展開中、武力を実際に行使することはほとんど皆無で、あった。また、

7月 15日の多国籍軍地上部隊のイラクからの撤収後も、この制空権はイラク当

局への強力な抑止力を持ち続けたのである。すなわち保護環境の困難度は比較

的イ尽かったということができょう O

第三に、イラクにおける国連の人道活動は、安保理決議 688採択後に行われ

た国連とイラク政府との合意に基づき行われ、多国籍軍との「強制活動」とは

別のもので、あったことである。多国籍軍撤収後に最低限の保護を保証するため

の、非武装の「国連警備員 (UNGuards) Jの増派もイラク政府の合意に基づい

て行われた21。すでに当初から多国籍軍と UNHCRなど人道支援機関の活動目

的・方針の聞にはかなりの違いが見られた22ものの、支援地域には敵対勢力(イ

ラク当局)は存在せず、また人道機関と多国籍軍との相互の独立性や異なる介

入目的が敵対勢力にも理解されていた。そしてこの状況下、「対話と学習」によ

る「民軍協力」関係が成立したのである。

第四に、すでにクルド危機での活動において、組織文化・形態・意思決定メ

カニズ、ムや行動価値観など、現在までも両組織聞に横たわる明らかな相違が双

方によって強く認識された。現場主導型で活動する人道支援組織には、意思決

定がトップダウンで行われ、権威的ときには圧力的で、忠実に命令を実行する

軍隊組織に反感を覚えるものも多く、逆に、明確な指揮系統を持たず、また多

様なアクターを含む人道支援諸機関は、軍から見れば統率のとれない、原則論

には 13カ国が参加し(ただし、 ドイツ軍はトルコ国内のみで活動)、約 2万人の兵力と 200

機の航空機が動員された。

21 イラク政府としては、むしろ文民組織の人道支援活動や、非武装の国連警備員展開に合意を

することによって、多国籍軍の地上部隊撤収を促進したいという政治的意図があった。

22 本来の難民保護の観点からはクルド人を国内に受け入れるべきであったトルコは NATOの

重要な加盟国であり、中東地域の安定のためにもトルコ国内の政治的安定保持は重要であっ

た。したがって当初より多国籍軍の活動目的は難民をイラク北部になるべく早く帰還させる

ことであった。
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を繰り返しがちで現実的でない非効率なカウンターパートであった。相手を尊

重しながら、白らの立場や方策を噛み砕いて説明し、現場で最も効率的な関係

を構築するという双方からの努力は、クルド危機時点ではUNHCR側からの CTF

司令本部へのリエゾン・オフィサー長期派遣はあったものの、特に制度化され

ることはなかった。

(2) 旧ユーゴスラビア人道危機ーボスニア・デイトン合意以前

旧ユーゴでの国際社会の平和活動はデイトン合意成立(1995年 12月)以前と

以後でその活動目的や組織形態が大きく異なるが、双方ともその後の民軍関係

に大きな足跡を残すものとなった。ここではデイトン合意成立以前の国連保護

隊 (UnitedNations Protection Force: UNPROFOR)と人道支援機関との関係を概観

する。

ボスニアでの UNPROFORのマンデートはそもそも人道活動を保護・支援する

ことであった。 1992年から 1995年までの国連のボスニアでの活動を総括すれば、

国連指揮下のUNPROFORを展開させることによってUNHCRその他の人道支援

機関の活動を確保し人的被害を最小限に食い止め、「時間稼ぎ」をすることによ

って紛争の政治的解決を試みる、というものであったと言える O しかし、政治

的解決のない蛾烈な内戦状況下における人道活動は、保護・援助の両側面で困

難を極め、したがって UNPROFORのマンデートも次第に雪達磨式に拡大するこ

ととなった。人道援助物資を空輸するためのサラエボ空港の安全確保任務23~こ始

まった UNPROFORのボスニアで、の活動は、その後、援助輸送(コンボイ)エス

コートなど人道活動へのより広範な支援・保護のための約 7000名の兵力の展開

へと拡大する24
0UNHCRは、国連の人道活動を統括するリード機関に任命され、

前例のない戦地で、の活動25で、あった。各国部隊の能力の差異や、主に複雑な紛争

構図への軍事要員の理解の欠如による現場レベルで、の様々な問題26はあったも

23 国連安保理決議 764 (1992年 6月 29日)0 

24安保理決議 776 (1992年 9月 14日)。

25通常戦地での人道活動は TCRCの主管であって、国連は TCRCの補助をすべきで、あったが、

TCRCは 1992年 5月にサラエボで武力攻撃を受け撤退していた。

26例えば、初期には PKO部隊が紛争当事者の要請に基づいて、「人道的見地から」、「捕虜交換」
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のの、総体的に見れば民軍関係、は良好な協力関係にあった。その大きな理由は、

後に創設される CIMICなどのメカニズムなしでも国連PKOという大きな枠組み

の中での協議体制が存在したことと、そもそも人道機関の支援が存在理由であ

ることが、特に初期においては軍事組織側に比較的理解され、人道機関側も交

戦地での活動に PKO部隊の支援が不可欠であることを認識していたためであろ

つO

ボスニアでの民軍関係に困難な課題が増すことになるのは、市民の保護の観

点からいわゆる「安全地帯」決議27が採択され、その執行をめぐって実行力を持

たない国連が、次第にNATOの空爆への依存度を増すようになってからである。

当初は PKO要員の保護のために「近接航空支援 (CloseAir Support) Jとして始

まった、 PKO部隊とは異なる指揮系統に属する NATOの空軍力行使は、次第に

紛争のー当事者であるセルビ、ア側への懲罰的要素を増した。その結果、国際社

会の介入は政治的に中立なものから変質し、現場レベルではNATOとPKO要員

の区別は認識されず、人道支援活動の中立・不偏性への当事者の信頼は失われ

ることとなった。内戦下における、軍事活動と人道活動の並立の困難さが、こ

こで明らかになった。

援助活動の側面支援における「民軍協力」関係について特筆すべきは、 1992

年から 1996年まで続いたサラエボ、人道空輸作戦がある O ベルリン空輸を抜いて

史上最長の国際空輸作戦となったサラエボ人道空輸は、 UNHCRの指導のもと、

ジュネーヴ本部に「空輸司令部」が設置され、各国から出向した空軍将校が「国

連の専門家」として勤務して指揮した。クルド危機での経験を基に、文民指導

の下で軍の特性を人道援助に生かした好例である。

の促進に関わることがしばしばあった。実際のところ交換されたのは女性や子どもを多く含

む市民であって捕虜ではなく、紛争当事者の目的は明らかに民族浄化活動であった。また、

人道支援の中立性・不偏性の解釈の誤りから、援助物資の絶対量を紛争当事者双方に均等に

配分するべきなどという主張も PKO要員からはしばしば見られた。(当時 UNHCRサラエボ

事務所長代行であった筆者の 1992年 8月 25日UNPROFOR司令部定例会議のメモより。)

27安保理決議 819 (1993年 4月 16日)、 824(同 5月 6日)。
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(3)ソマリアの躍E失

軍事組織の人道支援活動への参画を語るとき、ソマリアでの国連と米国の嵯

朕を避けて通ることはできないであろう。 1992年から何年までの国際社会のソ

マリアでの活動(第一次および第二次国連ソマリア活動 (UNOSOM)、および米

国主導による「希望回復作戦J) は、その失敗の主たる原因・責任がどこに存在

したのかに関していまだに評価が分かれる、という点で特殊であると言える O

例えば、 1992年にブッシュ政権下で人道的介入の決定に大きな役割を果たした

当時のジョン・ボ、ルトン国務次官補代理は、米国主導の「希望回復作戦」は成

功を収めたが、後の第二次国連ソマリア活動 (UNOSOMII)がブトロス・ガリ

国連事務総長の指導とクリントン政権の支持のもと、国家再建としづ非現実的

な試みにまでその目的を拡大したことが失敗の主たる要因とする280 一方、「希

望回復作戦」中、駐ソマリア米国大使館の次席代表であったウォルター・クラ

ークらによれば、そもそもソマリアの飢餓は国家崩壊と内戦による人災であっ

て、紛争当事者の武装解除などを十分に行わない短期的な軍事介入によって根

本的に解決できるものではなく、よって UNOSOMIIの活動内容はEしいもので

あったが、米国政府が困難な状況下での国連の活動に全面的な支援を与えるこ

とに時曙し、また国連 PKOと別組織として存在した米軍特殊部隊の戦略的視点

なき武力行使が、結局 UNOSOMIIを瓦解させた、とする290 詳細な分析は他に

譲る30が、人道支援活動と民軍関係については以下の教訓を残したと言えよう。

まず、内戦下における人道危機は、そもそも内戦の根本的要因とも直接関連

しているために、介入主体の軍隊組織の活動目的・マンデートの範囲をどこま

でに設定するかの判断が難しくなることである。人道支援組織は、人道原則に

基づいて「症状」に対処するのがマンデートであるから、そのようなジレンマ

は比較的少ないのであるが、政策実行のためのツールで、ある軍事組織は、その

時々の政策決定によって任務が決定される。軍隊組織の活動内容の無制限な拡

28 John Bolton， "Wrong Turn in SomaliaヘForeignAjj匂irs，Vol. 73， No. 1 (January-February 1994)， pp. 
56-66. 

29 Walter Clarke and Jeffery Herbst， "Somalia and the Future of Humanitarian TnterventionヘForeign
イβairs，Vol. 75， No 2 (March-April 1996)， pp. 70・85.

30 例えば、以下を参照。川端清隆、持田繁 ~PKO 新時代 国連安保理からの証言Jl(岩波書居、

1997年)、 44-119頁。
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大は、破綻国家とし1う極端に不安定な活動環境では、民軍関係、に決定的な影響

を及ぼす。民兵集団が人道的原則を尊重・理解するとは思われず、強制活動を

行う軍事組織への対抗から人道活動そのものも攻撃の対象となるか、もしくは

政治的駆け引きの道具と成り下がる。結果として、文民組織の人道活動環境も

一層困難なものになる。また、多国籍軍・ PKO部隊に関わらず、軍事組織に頼

る人道活動は、軍事力投入能力を持つ米固などの政治的意図に依存しやすい3¥

という構図が発生する。現実に、ソマリアでは、 UNOSOMIIによるアイディー

ド将軍逮捕失敗以後、米国の支援は減少し、ついに撤収に追い込まれる。特に

アフリカなど、先進国にとっての戦略的意義が低下している地域において、純

粋に人道的ニーズによって人道活動が行われるのではなく、政治的選択に基づ

く活動が増えることが危倶された。

2 発展期 (1990年台半ば一2001年)

民軍関係の創設期は、新しい活動環境と、その中での軍事組織の人道支援活

動における望ましい役割・方策の模索、武力行使とその影響の経験の時代であ

った。続く発展期は、協力関係強化のためのいくつかのツールの創設・強化、

研修フOログラムなどの発達など、オペレーショナルな分野で、関係は一層強化し、

「保護」のための軍事介入への国際社会の取り組みが本格化した時代でもある。

一方で、「最も危険な環境には軍事組織は展開しない」としづ文民人道機関から

見れば大きな矛盾が露呈した時代でもあった。以下、ルワンダとコソボを例に

概観する。

(1)ルワンダ人道危機

ルワンダ人道危機は、 80万人が犠牲になったと言われる 1994年のジェノサイ

ド、ザイール(現コンゴ民主共和国)・タンザニアなどへの大量難民流出、特に

ザイール国境地帯で、の難民キャンプの軍事化問題、そして地域への紛争の拡大

など、複雑を極めた。ここでは、民軍関係を考察するうえで、重要な三点に絞っ

31 向上、 214頁。
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て議論する。

第一に、内戦終結以前にフランスの介入「トルコ石作戦」によって設立され

たルワンダ南西部の「安全地帯」についてである。「トルコ石作戦」は安保理決

議 929によって 2ヶ月間の人道活動として始まった。当時のルワンダ圏内の混

乱状況の中で、当初はフツ族・ツチ族双方の一般市民を保護することを想定し

て設立された安全地帯であったが、この活動は当初から様々な問題を抱えてい

たと言えよう。そもそも、フランスはルワンダ・フツ族との関係が深く、ジェ

ノサイド開始後の 1994年 6月までルワンダ政府軍(旧政権側)に武器供与も行

っていた320 安全地帯で「保護」されたのは、一般市民ももちろんいたが、前政

権側の軍人や民兵も数多く紛れ込んでおり、その後フランスから任務を引き継

いだ、国連ルワンダ支援ミッション (UNAMIR) が多くのジェノサイド犯罪被疑

者をルワンダ国内で保護するという状況を生み出したのである O ルワンダでツ

チ族を主とする新政権が樹立されると、 UNAMIRは「安全地帯」内の避難民キ

ャンプ閉鎖と避難民の帰還を求められたが、もとより強制執行能力はなく、結

局 1995年 4月にルワンダ政府による武力閉鎖によって数千人の犠牲者が出るこ

ととなった330 UNHCRは当初より、国内避難民の保護・援助に関しては自動的

なマンデートを有しておらず、同時期にすでにザイール、タンザニア、ブルン

ジにおいて大規模な難民危機への対応を迫られていたことから、安全地域での

キャンプ設営や援助配布などに合意していなかった。複雑な課題を含む圏内避

難民の保護には強力なコミットメントが必要で、この問題に関しては、文民の

側に主管する統一的な機関が存在しないことを「トルコ石作戦」は見せつける

ことにもなった340

第二に、ザイール、中でも短期間での難民流出では史上最高を記録したゴマ

周辺での緊急人道危機に対処した民軍協力は特筆に価する。後にサービス・パ

ッケージとして整備されることになるこの民軍協力は、大規模危機において丈

32緒方、 213頁。

J Report of the lndependent lnternational Commission of lnquiry on the Events at Kibeho， UN 
Document， S/1995/411. 

34 国内における難民・避難民の保護は、第一義的には当該国政府の責任である。国際的レベル

では、これらの人々の保護・援助を主管する機関は存在していなし、。
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民組織の能力が明らかに欠如している様々な分野において、各国からサービス

(または物資)、支援要員、資金などを丸抱え・白己完結型で提供してもらう、

という緊急援助ツールである。ゴ、マの人道危機では、軍隊が特にその機動力を

発揮すると考えられた空港の管理運営、後方支援基地業務、道路設備と道路の

治安維持、難民キャンプ設営、調理用家庭燃料の配給、衛生設備、給水管理、

空輸基地管理の 8分野における支援が各国に要請された350 当初の出足には時聞

がかかったものの、軍事組織の巨大なロジスティック・エンジニア(兵砧・工

兵)能力の発揮によって、キャンブO内の人道状況はー且沈静化に向かった。米

仏両軍が撤収した後を引き継いで、日本の白衛隊も医療・給水活動などに従事

した。ルワンダ人道危機での経験を基に、現在、 UNHCRでは 20の分野にサー

ビス・パッケージを保持している360 またその後、国連人道問題調整事務所

(OCHA)のMilitaryand Civil Defence Assets (MCDA)Unit ~こより、自然災害など

にも対応できるようなより広範なツール(サービス・モジュール)も開発され

た。

第三に強調されるべきは、効果的な民軍協力によって「援助」の分野は対処

されたが、難民キャンプ内の治安問題に関して軍の協力は得られなかったこと

である。難民キャンプの中にジェノサイドの首謀者である旧政権側の兵士が数

多く紛れ込んでいたことは、当初から良く知られていた。これらブツ系武装勢

力は次第にキャンプの支配力を強化し、キャンプ内の治安はおろか、キャンプ

を軍事基地としてルワンダ国内に武力攻撃をするなど、地域全体の不安定要因

になった。しかし結局ホスト国ザイールの保安隊37以外、この問題に軍事組織を

派遣して取り組む国はなかった。「最も危険な環境での人道活動は、文民に任さ

れる」という印象が、人道支援スタップの間で共有されていたのがこの時期で

あった。

35緒方、 216頁。

6 Handbookfor Emergencies (1998)， p. 359くhttp://www.unhcr.org/partners/PARTNERS/3b9cbfea9. 
pdf>. 

37 UNHCRは苦肉の策として、ホスト国ザイールの大統領特別警護部隊兵士からなる「難民キ

ャンプ治安担当ザイール保安隊 CZaireanCamp Security Contingent: CZSC) Jを、政府との合意

に基づき組織した。ヨーロッパ・アフリカ諸国から約 30名の軍人・警察官が派遣されて、保

安隊の訓練にあたった。 CZSCは最盛時約 1500名を数えた。
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(2) コソボ

1999年 3月のコソボ人道問題解決のための NATOによる空爆開始以降の

NATOによる人道支援活動は、新たな教訓をもたらすこととなった。コソボ難

民危機は、結局のところ「空爆」だけでは危険に瀕した市民の保護には効果的

でないこと、そして、 UNHCRをはじめとする人道支援機関の早期警戒能力と緊

急展開能力がいまだ十分でないことを見せつける結果となった。同危機におけ

る民軍関係は、コソボ・マケドニア・アルバニアにおいてそれぞれ異なるもの

であったものの、全体的には以下の三つの問題が特に指摘された。

第一に、コソボ危機において始めて、人道支援において文民組織と NATOが

「競合関係」に陥ったと言われることである。すなわち、このような大規模な

緊急人道危機において、軍がリーダーシップをとるべきという主張が現れたの

である。これには複合的な要因があった。初期の UNHCRの対応ミス38による文

民機関への信頼低下、マケドニア・アルバニア両政府が NATOや EUとの関係

強化という白国の政治的利益のために NATOの主導を望み39、NATOの側も、

コソボ介入が地上部隊投入となった場合に重要な後方基地となるマケドニアと

の関係を強化する政治的意図があったこと40などが指摘されている。また、メデ

ィア報道の注目を浴びたコソボ危機において、白国の軍隊による「目に見える

援助」を行いたいという、 ドナー側の意図も見え隠れしたと言えよう。 NATO

側に支援を要請した緒方難民高等弁務官(当時)と、ソラナNATO事務総長(当

時)の聞の書簡の交換41において、 UNHCRに主導権があることが確認されたも

のの、現場においては NATOの圧倒的な機動力と積極的に直接支援に関わるア

プローチの前で、 UNHCRのリーダーシップに疑問を呈する声がしばしば聞かれ

た。それ以前の、人道支援における軍の役割は「側面・後方支援」としづ政策

38例えば、 UNHCRは空爆によって流出する難民の予測を極端に過小評価していたこと、その

ため緊急対応が出来ず現場でかなりの混乱を来たしたこと、そして、難民の受け入れ国の政

府との良好な関係構築が不十分であったことなどが指摘されている。

9 Larry Minear， Ted van Baarda， and Marc Sommers， NATO and Humanitarian Action in the Kosovo 
Crisis (Thomas J. Watson Jr. Tnstitute for Tnternationa¥ Studies， Brown University， 2000)， p. 16. 

<http://www.unhcr.org/partners/PA RTNERS/3bb051 c54.pdf> 2007年2月 2日アクセス O

40 Tbid.， p. 18. 
41 Letter from N ATO Secretary-Genera¥ Javier So¥ana addressed to High Commissioner for Refugees 

Sadako Ogata， dated 21 Apri¥ 1999. Reproduced in Tbid.， p. 164. 
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がここで転換したとも見ることができる420

第二に、上述と関連して、 NATO各国の直接支援が前面に押し出されドナー

各国の特色が強調される傾向があった。難民キャンプの運営なども、各国派遣

の軍隊に任されることとなり、派遣国も多様で、あったため43、支援内容に格差が

出たり、 ドナー各国間での不必要な競争が起こったり、通常は国連の文民人道

組織が保持する支援の一定の基準が確保されなし ¥44としづ事態を引き起こした。

これは、人道機関から見れば、本来人道的ニーズ、に基づいてのみ行われるべき

人道活動の原則を侵食し、援助の政治化を招き、人道的基準の低下につながる

と危倶されるものでもあった。また、 ドナー各国政府は、以前より国連システ

ム内での調整強化を強く要求し、国連内での「調整」から「統合」への圧力に

なっていたにもかかわらず、白国の「顔を見せる」援助に関しては協議・調整

がなかったという点も記憶されるべきであろう O

第三に、空爆から国連コソボ暫定行政ミッション (UNMIK)設立.KFORの

コソボ展開などの一連の人道支援関連任務の中で、軍事組織のもつ得意分野が

明らかになったことである。軍事組織の行った人道活動は、大きく①人道機関

の活動を保証し、市民の保護も達成されるために必要な治安回復、②危険地域

での物資の輸送や、倉庫の管理といった人道支援組織の側面支援、③難民・避

難民への直接支援配布、に分類される。このうち、明らかに軍事組織が多大な

貢献をしたのは①と②であって、③に関してはむしろ問題のほうが大きかった

とし 1う見方が人道援助専門家の間では一致した見方である450

さて、コソボ危機においては民軍関係の調整はどのように行われたのか。

NATO. UNHCR両本部、および支援活動の現場レベルにおいて、複雑で、重層

的な調整メカニズムが制度化された。まず NATO本部においては、文民による

42 NATO本部は、 NATO軍の任務は人道支援組織を支援することであって、難民を直接支援す

ることではないと強調していた。

43 人道支援のために展開した国は NATO加盟国・パートナーシップ国、その他を含め、マケド

ニアにおいては、 5カ国、アルパニアには 12カ国、コソボ領内には 25カ国に上った。 Minear，

ban Baarda， Sommers， NATO and Humanitarian Action in the Kosovo Crisis， p. 3. 
44例えば、軍隊によって設営された難民キャンプの多くは軍事ノミラック様式が多く、市民生活

には不向きであった。

45 Minear， ban Baarda， Sommers， NATO and Humanitarian Action in the Kosovo Crisis， pp. 22・33.
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欧州大西洋災害対応調整センター (Euro-At1anticDisaster Response Coordination 

Centre: EARDCC)、難民支援調整センター (RefugeeSupport Coordination Centre: 

RSCC)、ヨーロッパ方面司令本部のリエゾン・オフィサーたちが、現場の NATO

軍部隊、加盟各国国防省、およびUNHCR本部との調整の任に当たった。 UNHCR

側では、ブリュッセル事務所、ジュネーヴ本部内のコソボ・オペレーション担

当部と空輸司令部が NATO側との緊密な連絡調整に当たった。週に三回は電話

会議も行われていたという 460 現場レベルにおいては、援助国・領域によって若

干異なる制度が作られた。マケドニアにおいては、 NATOの連合軍緊急対応部

隊 (AlliedRapid Reaction Corps: ARRC)の司令本部内に CIMIC47が設立され、ア

ルバニアにおいては、政府が緊急管理グループ.0 (Emergency Management Group: 

EMG)を創設して、そこに CIMICがUNHCRやNGOなどと参加する形をとり、

コソボにおいては KFOR司令本部内に CIMICが本拠を置き、各地でも CIMIC

ユニットが作られた480 これらの試みはおおむね機能したと評価されているが、

二つの問題が指摘された。一つは、人道支援活動が大規模であればやむを得な

いのかもしれないが、調整メカニズ、ムが非常に複雑になったことである。時に

「コーディネーターの聞のコーディネーターが必要だ」などと榔撤されること

もあった。二つ目は、 NATO倶.IJはUNHCRの人道支援コミュニティー内での「指

導的立場」を尊重し、国連諸機関や NGOの聞の調整を期待したので、あったが、

これが機能しなかったことである。そもそも独立性の高い文民諸機関は調整さ

れることを望まず、司令塔は存在しない。 NATO倶.IJにとってはさぞかし頭痛の

手重であったろう O

46 Tbid.， pp. 20・21.

47 NATOの CTMTC(Civil Military Cooperation) とは任務遂行を支援するための、 NATO司令官

と、現地の市民や当局、および国際機関や国家組織、 NGOなどを含む文民アクターとの調整

と協力、と定義される。詳細は以下の 2文書を参照。 NATOMilitary Policy on Civil-Military 

Co-operation， N ATO document， MC411/1 <http://www.nato.int/ims/docu/mc411・l-e.htm>2007年 2

月 3日アクセス。 NATOCivil-Military Co-operation (CJMJC) DoctF初 e，NATO Document， AJP・9，

June 2003. <http://www.nato.int/ims/docu/ AJP・9.pdf>2007年 2月 3日アクセス。

48 Minear， ban Baarda， Sommers， NATO and Humanitarian Action in the Kosovo Crisis， p. 19. 
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3 転換期 (2001年以降)

発展期においては、様々な悲惨な人道危機への対処を通して、民・軍双方で

冷戦後の国内紛争の課題への理解が深まった。国際社会は、不完全ながらもよ

り強力なコミットメントをもって「保護」に取り組む姿勢を打ち出しつつあっ

た。軍事組織が人道的活動に積極的に関わることの負の側面も様々露呈したも

のの、そのプラス面を最大化するためにも、国際社会は効果的民軍関係調整の

メカニズムの構築に取り組んだ。

これらの進展が、 9.11以後、変質を始めている。 20世紀終末には国際社会の

内戦への介入は多分に人道的理由で行われたのであるが、 21世紀の介入は、よ

り安全保障上の利益のために行われるようになった。国連は今も世界各地で、

しかもその多くはアフリカで、人道支援・平和構築への活動を地道に続けてい

るのであるが、アフガニスタンとイラクへの米国を中心とした多国籍軍の介入

方式・アプローチの人道活動全般への影響は多大であると言わざるを得ない。

9.11以後の問題点を端的に述べるとすれば、それは、「対テロ戦」が優先政策

課題になった国際環境下での、平和活動の「統合化」、すなわち、人道支援活動

をも全体の平和構築戦略の中に組み込んでし1く、という国際社会における潮流

の是非である。別の言い方をすれば、人道活動の「政治化」または、政治への

従属化とも表現されよう。これは、二つの大きな流れが合流して加速度的に進

んだ。

一つは、政治・ PKO・人道支援・復興開発支援などの聞の重複・ギャップを

防ぎ、平和活動分野における効率性を高めるために、国連システム内部で進め

られてきた、調整強化と統合的・包括的戦略の構築である。この取り組みは特

にアナン前事務総長下で取り組まれてきたが、それは対テロ戦が問題となるか

なり以前から始まった改革課題であった490今一つは、 1990年代の様々な危機に

取り組む中で、各ドナー国において、外務省・開発援助庁・国防省などの連携

が進み、統合的視点が強化されてきた、とし1う流れがあった。

統合的戦略は、おそらく、完全ではないが一定の人道目的と原則を民・軍で

49 中満泉「平和構築と国連改革 有効な戦略の確立へ向けてJ~国際安全保障』第 34 巻第 2 号
(2006年 9月)、 19-23頁。
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共有できる環境においては有効であるか、または少なくとも機能可能であろう。

しかし、対テロ戦が人道支援・復興支援活動と並存している環境(アフガニス

タン)や、介入白体が国家を崩壊させつつある環境(イラク)においてはどう

か。イラク介入は現在もほぼ完全に軍事化された状況にあるので、アフガニス

タンでの問題点を考察しよう。

アフガニスタンでは比較的小規模の文民からなる国連アフガニスタン支援ミ

ッション (UNAMA) と、国連安保理の授権50による国際治安支援部隊

(臼In凶lte白rna

ン.アルカイダダ?掃討作戦「不朽の白由作戦 (OperationEn凶1吋du町I汀ringFre∞edωom肱n配1ピ:OEF)川」

のために展開している多国籍軍の三者並立の形でで、国際的介入が開始されたO ア

フガン政府を前面に押し出し、国連の役割は政府の側面支援と位置づける、い

わゆる「軽い足跡アプローチ」をとる UNAMAとISAFの関係は、一言で言え

ば「相互の役割尊重に基づく、っかず離れずの良好な連絡調整関係」であり、

UNAMAとOEFは「互いにそこに存在していないかのように振舞う関係」であ

るという 51。支援の統合的アフOローチの現場での発露形態として、その是非が盛

んに議論されている「地方復興チーム (ProvincialReconstruction Teams: PRTs) J 

は、妥協の産物として誕生した。介入初期の段階において、アブガン政府や国

連からの強い要望にもかかわらず、米国の強い反対によってカブール以外に

ISAFを展開させることができなかったため、治安状態の悪い地方都市に小規模

の軍事部隊を派遣し、文民とも共同しながら特に DDRプロセスへの支援に当た

らせることとなったのである。アフガン国家再建に資するため、 PRTには中央

政府の権威を地方に波及させるという目的も加えられた。

UNAMAや特に人道支援機関の観点からは、 PRT活動には三つの重大な問題

が明らかになった。第一に、 PRTを展開させている国によって、そのチーム構

成や指揮系統・アプローチ、支援活動に大きな差異が生じたことである520 英国

50 国連安保理決議 1386(2001年 12月 20日)。

51 筆者のラクダール・ブラヒミ元事務総長特別代表とのインタビュー、 2006年 8月 30日。

52例えば、以下の文書を参照。RobertM. Perito，“The U.S. Experience with Provincial Reconstruction 

Teams in Afghanistan， Lessons TdentifiedヘUnitedStates Jnstitute of Peace Special Report 152， 

(October 2005)，くhttp://www.usip.org/pubs/specialreports/srI52.pdf>2007年 2月 5日アクセス。
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部隊のように、現場で交渉力を発揮して治安に重要な効果を持つ、難易度の高

い DDRで成功を収めた PRTもあれば、軍主導で比較的容易に実施可能な民生

支援に焦点を当てる米国部隊もあり、明確な活動指針や支援範囲などが現在の

ところ存在していなし 10 第二に、 PRTはその多くが明らかに軍主導の直接支援

活動で、あって、人道支援活動は政治・軍事的目標に従属され、またこれまで様々

な経験を通して国際社会が学んできた、軍事組織の比較優位分野とも合致しな

いことが多い。 PRTが専門的知見を持ち合わせない人材によってプロジェクト

を実施したことによる、人道援助の質の低下も多く報告されている O 第三に、

特にアフガニスタン南部などの OEFの活動領域近辺において、援助と引き換え

にタリバンの情報提供を求めるなど、「人道援助」が明らかに本来の目的とかけ

離れた形で悪用されることがあり、またそのために、援助の受益者や紛争当事

者が本来の人道活動の意義や、人道機関・軍事組織それぞれの役割を理解でき

ない環境が広まりつつあることである。これは文民組織への攻撃などの安全問

題として現実的で、重大な悪影響を持っと同時に、 19世紀以来国際社会が発展

させてきた人道原則に基づいた人道支援レジームを根本から変質させかねない

深刻な危険をはらんでいる530

1 1 1民軍関係の将来一結びに変えて

軍の人道支援活動参加は、あらかじめ明確な戦略的ビジョンに基づいて計画

されたのではなく、むしろ、緊急危機対応への要請から起こってきたものであ

る。したがって常に、現場での試行錯誤の積み重ねが先行し、教訓の一般化や

概念整理、政策的指針作りは後れがちであった。軍事組織の人道支援活動の負

の側面を軽減し、プラス面を最大化するにはどうすれば良いか。 4点、具体的な

Yuji Uesugi， "The Provincial Reconstruction Teams (PRTs) and their contribution to the 
Disarmament， Demobilization and Reintegration (DDR) process in AfghanistanヘHJPECResearch 

Report Series No.3， (February 2006)，くhttp://home.hiroshima-u.ac.jp/h ipec/ja/productsIRP3. pdf>、

2007年 2月 5日アクセス。

53 例えば、以下を参照。 R吋 Rana，“Contemporarychallenges in the civil-military relationship: 

Complementarity or incompatibility?"， Jntern仰 onalReview of the Red Cross， Vol. 86， No. 855 
(September 2004)， pp. 565・591，くhttp://www.icrc.org/Web/eng/siteengO.nsf/htm1a11/66DDF7/$Fi1e/

irrc _855 _ Rana.pdf> 2007年 2月 6日アクセス。
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提言をする O

第一に、民・軍の比較優位性に基づいた基本的な役割分担について、再確認

する必要があろう。軍事組織の持つ有益な能力は、まず何と言っても治安確保

にある。現にアフガニスタンにおいても、 UNAMAはPRTの活動内容は治安安

定化に焦点を当てるべきとし、そのための提言を行っている540 治安安定化のた

めの支援は、軍事部隊の直接投入以外にも、 DDR、現地軍の再編成・訓練や様々

な治安組織の改革・技術支援など広範囲の活動が必要であることが認識されつ

つあり、これらへの取り組みが急務である。文民組織の対応能力を超えた事態

における、サービス・パッケージなどのツールを利用したギャップ・ストップ

的な短期介入、人道支援活動への輸送補助や、インフラ緊急復興など、機動力・

展開力を生かした側面支援も軍の持つ比較優位分野である。対して、軍事組織

が直接的に人道支援に取り組むべき理由は、劣悪な治安環境のために文民組織

が入れない状況下以外では、あまり存在するとは考えられないのである O 貴重

な軍事要員を治安確保以外の任務に当たらせることの矛盾すら指摘されている O

民・軍の役割分担に関する議論や、さらに積極的に軍が人道援助に取り組むべ

き状況の再確認をするうえで、国連の機関間常設委員会(Inter-AgencyStanding 

Committee: IASC)が採択した文書55は有用なたたき台になると思われる。

第二に、対テロ戦争と並行して行われている軍事組織の民生支援に関して、

その目的・手法・概念などの整理が必要である。そのうえで、そうした支援環

境で用いられている PRTなどの手法が、広く純粋な人道支援環境で民軍協力の

ツールとして一般化できるのか、またはされるべきなのかを検討する必要があ

ろう。また、「人道支援」と「政治的目的でなされる支援」との区別を明らかに

するべきではないだろうか。現場の受益者や紛争当事者に、この区別がEしく

理解されるとは期待できないが、国際的な政策・支援レジームレベルで、の整理

は重要であると思われる。

第三に、軍事組織が人道支援活動に携わる場合の一定の基準や指針をマルチ

54 lSAF Provincial Reconstruction Teams (PRTs) Backgrounder (20 November 2006)， 

<http://www2.hq.nato.int/TSAF/Backgrounders/bg005_prt.htm> 2007年2月 6日アクセス。

55 Civil-Military Relationship in Complex Emergencies: An lASC Rφrence Paper， 28 June 2004， 

<http://ochaonline.un.orglDoc View.asp?DocTDニ 1219>2007年 2月 6日アクセス。
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的視点で整備する必要がある。軍が内政における点数稼ぎといった理由で派遣

される場合においても、最低限の基準は満たされなくてはならなしゅミらである O

文民人道組織は、政策実行のツールで、ある軍事組織との協力を原則論の立場か

ら拒むのではなく、政治目的の軍の参画を最大限人道原則に近づけるために努

力するべきである。組織文化・意思決定メカニズ、ムの違いなどに関しても、相

互理解が一層促進されるべきなのは言うまでもない。

第四に、平和活動の統合化議論に関連して、何をどのように統合するべきな

のかの議論が必要なのではないか。平和構築のプロセスにおいては何がなされ

るべきであって、そのための国際社会の支援の全体の政策・戦略はどうあるべ

きかに関する共通認識を達成し、そのうえで最も効果的な役割分担によって支

援を行うのか、それとも、国際社会の政治的目標のもとで活動を一本化してい

くのか。前者であれば、包括的な戦略と、人道活動の独立はともに担保できる

はずであるが、後者であれば人道活動は、ますます政治化し、変容の一途を辿

るであろう O

以上 4つの点は、すべて人道支援組織と軍事組織の聞でのみ検討されるべき

問題ではない。これらはすべて、より広く政策決定者たちこそ、認識を深めな

ければならない問題である。 1990年代に緒方貞子難民高等弁務官は、人道問題

を国際政治の主要課題とし、政治的解決の必要性を認識させた。そして今、人

道原則尊重が人類社会になぜ重要であるのかが問われている O 人道主義は、再

び分岐点にいるのかもしれない。
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